
自治会名簿個人情報取扱要綱 

(目的) 

第 1 条 この要綱は,市が,市内の自治会(地域活動や交流を目的として,一定の区域内の住

民が任意に組織する団体をいう｡),その連合組織及び管理組合(建物の区分所有等に関

する法律(昭和 37年法律第 69号)第 3条の規定により構成される団体をいう｡)で,市に

届出をしているもの(以下これらを「自治会等」という｡)との連絡調整を円滑に行う

ために作成する自治会等の連絡先等を記録した名簿(以下「自治会名簿」という｡)を,

個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号｡以下「法」という｡)の規定に基

づき適正に管理するため必要な事項について定めることを目的とする｡ 

(自治会名簿) 

第 2 条 自治会名簿は,自治会等に関する次の各号に掲げる情報(以下「自治会情報」と

いう｡)を記録し,その作成及び管理は,市民協働部地域連携課(以下「所管課」という｡)

において行うものとする｡ 

 (1) 自治会等の名称,会員数及び会員世帯数 

   (2) 会長等の名前,住所,電話番号及び任期 

(3) 回覧数及び掲示数 

2 所管課は, 市民協働部コミュニティ政策課(以下「コミュニティ政策課」という。)

に自治会情報を共有するものとする。 

(自治会情報の収集) 

第3条 自治会情報は,所管課が,法第62条の規定に基づき,次条に定める利用の目的を明

らかにした上で,自治会等の代表者(以下「会長等」という｡)から会長等の交代状況連

絡票(様式第 1 号(1)及び(2))又は自治会等の結成の届出書(様式第 1 号(3)及び様式第 1

号(4))により収集するものとする｡ 

2 所管課は,自治会情報を収集した場合においては,直ちに自治会名簿の内容を更新する

ものとする｡ 

(利用の目的) 

第 4 条 自治会情報の利用の目的は,次の各号に掲げるとおりとする｡ 

(1) 市が実施する事業(市が共催し,又は後援するものを含む｡次号において同じ｡)の案

内及び通知 

(2) 市が実施する事業への協力依頼 

(3) 市が実施する開発行為､工事等についての連絡 

(他の部課等による自治会情報の利用) 

第 5 条 所管課以外の課等(以下これらを｢他の課等｣という｡)が自治会情報を利用する

に当たっては,所管課から次の各号に掲げる方法により情報を提供するものとする｡ 

(1) 自治会名簿の写しの貸与  

(2) 会長等の名前及び住所を印字したラベル(以下「会長等宛名ラベル」という｡)の

提供 

(3) 自治会名簿の閲覧等  



2 他の課等の長は,前項の規定による自治会情報の提供を受ける場合においては,次の各

号に掲げるところにより,所管課の長に申し込むものとする｡ 

  (1) 前項第 1 号及び第 2 号の方法による利用 自治会名簿利用申込書(様式第 2 号) 

  (2) 前項第 3 号の方法による利用 口頭又は文書 

3 所管課の長は,前項の申込みがあったときは,第 4 条に規定する利用目的に照らし情報

提供の諾否を決定し､承諾するときは,次の各号に規定するとおり情報提供するもの

とする｡ 

(1) 第 1 項第 1 号及び第 2 号の方法による利用については,自治会名簿利用承諾書(第

3 号様式)により通知した上で,提供する｡ 

(2) 第 1 項第 3 号の方法による提供については,内容に応じて情報提供し,自治会相談

受付簿(様式第 4 号)に記録する｡ 

(自治会情報利用に当たっての遵守事項) 

第 6条 他の課等において,前条第 1項の規定に基づき自治会情報を利用するに当たって

は,次の各号に規定する事項を遵守しなければならない｡ 

(1) 個人情報の漏えい又は紛失等の事故防止のため,所属長の責任のもとに情報を管

理し,及び保管すること｡ 

(2) 第 4 条に規定する目的の範囲内で慎重に利用し,個人情報を外部(他課等を含む｡)

に提供しないこと｡ 

  (3) 自治会名簿の写し又は会長等宛名ラベルを複写又は複製しないこと｡ 

(4) 自治会名簿の写し又は会長等宛名ラベルについて,必要がなくなった場合は速や

かに所管課に返却すること｡ 

(5) 自治会名簿記載事項の変更について所管課から通知する内容に基づき,その都度,

貸与されている自治会名簿の写しを速やかに訂正し,最新の状態に保つこと｡ 

2 所管課の長は,他の課等における自治会情報の利用が前項各号の規定に違反している

と認めるときは,自治会名簿の写し又は会長等宛名ラベルの利用の停止又は返還を求

めることができる｡ 

(自治会情報の外部提供) 

第 7 条 所管課の長は,次の各号のいずれかに該当するときは,自治会情報を外部提供す

ることができる｡ 

(1) 事業者等が,建築物等の建築,土地開発,不動産取引又は道路等の工事に係る説明等を

行うとき｡ 

(2) 国又は他の地方公共団体が,行政情報を提供するとき｡ 

(3) 自治会等への加入や活動についての問合せ等,自治会等の運営や発展に寄与する

と認められるとき｡ 

(4) 法第 69 条第 2 項に該当するとき｡ 

2 自治会情報の提供を受けようとする者は、保有個人情報外部提供申込書(様式第 5 号)

により申し込むものとする。 

3 前項に規定する外部提供については,会長等の交代状況連絡票(様式第 1 号(1)及び

(2))等により,あらかじめ,会長等から同意を得るものとする｡ 



(その他) 

第 8 条 この要綱における第 5 条第 1 項第 3 号、同第 2 項第 2 号、同第 3 項第 2 号、第

7 条第 1 項及び第 2 項については、市民協働部コミュニティ政策課においても事務を

行うものとする。 

2 この要綱に定めのない事項については,市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は､平成 19 年 5 月 1 日から実施する｡ 

附 則 

この要綱は､平成 20 年 6 月 1 日から実施する｡ 

附 則 

この要綱は､平成 23 年 4 月 1 日から実施する｡ 

附 則 

この要綱は､平成 26 年 3 月 10 日から実施する｡ 

附 則 

この要綱は､平成 26 年 11 月 20 日から実施する｡ 

附 則 

この要綱は､平成 27 年 4 月 1 日から実施する｡ 

   附 則 

この要綱は､令和元年 8 月 1 日から実施する｡ 

  附 則 

この要綱は、令和 3 年 1 月 1 日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和 3 年 4 月 1 日から実施する。 

附 則 

この要綱は､平成 23 年 4 月 1 日から実施する｡ 

附 則 

この要綱は､平成 26 年 3 月 10 日から実施する｡ 

附 則 

この要綱は､平成 26 年 11 月 20 日から実施する｡ 

附 則 

この要綱は､平成 27 年 4 月 1 日から実施する｡ 

   附 則 

この要綱は､令和元年 8 月 1 日から実施する｡ 

  附 則 

この要綱は、令和 3 年 1 月 1 日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和 3 年 4 月 1 日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和 5 年 4 月 1 日から実施する｡ 



附 則 

この要綱は、令和 5 年 5 月 1 日から実施する｡ 

 

 


